
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤ (公財)公益法人協会 ✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

 

◆日 時  ２０２５年１１月１２日（水）共通講義 １３：００～１６：３０ 

１１月１３日（木）一般法人 １０：００～１２：００ 

公益法人  １３：００～１６：００ 

◆講 師  公認会計士 越智 大 先生 

◆受講料  会 員 １１，０００円（消費税込） 

非会員 １６，５００円（消費税込）      

※ 今年度は副読本を使用いたしません。 

※ 理解を深めるために前年度決算書をご持参ください。 

◆定 員  ４０名 （先着順、定員になり次第締め切らせていただきます） 

◆会 場  天神ビル 福岡市中央区天神２-１２-１ 

受講ご希望の際は協会ＨＰより、または裏面お申し込み用紙へご記入の上、ＦＡＸをお願いします。ご不明な点等ございましたら、 

(公財)公益法人協会事務局セミナー担当（TEL：03-6824-9874）まで遠慮なくお問合せ下さい。 

本年４月より、令和６年会計基準が適用されることになりましたが、経過措置が３年あるため、「本年度は、従前

どおり平成２０年会計基準の適用とするが、令和６年会計基準への心づもり、準備をそろそろ始めようか」

という時期ではないでしょうか。 

そこで、本セミナーでは両会計基準にフォーカスしていきます。初日は公益法人と一般法人の共通の項目につ

いて講義を行います。「基礎編」のおさらいから始まり、両会計基準の違い、公益法人会計の特有な個別論点、令

和６年会計基準の適用時期の実務対応を検討します。 

２日目の午前は一般法人を午後は公益法人を対象に各々特有な項目を説明します。「基礎編」で取り上げてい

ない項目が多数あり、また「決算編」への橋渡しの講座内容になっています。 

本年度、さらに来年度以降の会計実務に対応するために必須の内容となっております！！ 

講師は「わかりやすさと懇切丁寧な解説」に定評がある公認会計士 越智 大 先生です。 

令和６年会計基準適用を控え、昨年までの「実務編」の内容とは大きく変わっております。現在、各会場で開

催中の「基礎編」に続き、是非この機会をお聞き逃しなく、奮ってご受講くださいますようご案内申し上げます。 

1 日目 

公益法人・一般法人共通 

１３：００～１６：３０ 

Ⅰ.公益法人会計基準  

「基礎編」のおさらい 

Ⅱ.平成２０年会計基準と令和６年会計基準 

Ⅲ.個別論点 

１ 指定正味財産（指定純資産） 

２ 有価証券の時価評価 

３ 費用の科目（形態別から活動別へ） 

４ 会計基準の適用対象・・・他 

Ⅳ.令和６年会計基準の適用時期と実務対応 

２日目 

午前 一般法人編 

１０：００～１２：００ 

１ 一般法人の収益・費用における区分の留意点（平成２０年会計基準） 

２ (参考)一般法人の公益目的支出計画 

３ 移行法人の令和６年会計基準等の適用について 

４ (参考)正味財産増減計算書内訳表と法人税の課税対象との関係 

午後 公益法人編 

１３：００～１６：００ 

１ 公益法人の収益・費用における区分の留意点（平成２０年会計基準） 

２ 固定資産と使途拘束資産（控除対象資産） 

３ 区分経理・平成２０年会計基準と令和６年会計基準 考え方の違い 

４ 附属明細書（財務規律適合性に関する明細） 
 

一部内容が変更になる場合があります 

📎講義内容📎

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤ 



 

会計セミナー実務編(福岡)11/12＆13 

(公財)公益法人協会事務局行                 申込日  月  日 

03-3945-1267 

≪セミナー受講申込用紙≫ 
▼ お名前、ご連絡先等をご記入ください。         申込日  月  日 

 

右欄どちらかに○をお願いします 会員 非会員 

ふりがな  

法人名 

(個人で受講される場合も法人名はご記入ください。) 

お役職・ご所属 
(個人として申し込まれる場合は「個人」と明記して下さい。) 

ふりがな 

お名前 

  

  

  

連絡先 

(書類送付先) 

〒 

 

 

 

 

 

TEL：        FAX： 

Ｅ-mail： 
※ご提供いただきました個人情報は、本セミナーの実施以外には利用しません。 

▼ 受講ご希望の方は協会ＨＰよりまたはＦＡＸにてお申し込みください。事務局にて受付後、受講票・請求書を発送 

   いたします。 

▼ 受講料は請求書到着後、速やかに指定の口座にお振込ください。（受講料はお振込のみの扱いとさせていただいて 

   おりますので、あらかじめご了承ください。) 

▼ キャンセル料（セミナー受講料全額）はセミナー開催日の３営業日前から発生いたします。 

▼ 受講セミナーのご変更は１回に限り可能です。 


